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エ
ッ
セ
イ

小
特
集
「
元
号
を
考
え
る
」

二
〇
一
七
年
一
二
月
八
日
、
今
上
天
皇
（
お
そ
ら
く
来
年
か
ら
は
平
成
天
皇
）
の
退
位
日
を
二
〇
一
九
年
四

月
三
〇
日
と
す
る
こ
と
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
一
三
日
に
政
令
と
し
て
公
布
さ
れ
た
。
翌
五
月
一
日
に
皇
太
子
が

即
位
す
る
と
と
も
に
、
平
成
に
代
わ
る
新
元
号
の
使
用
が
始
ま
る
見
込
み
で
、
新
元
号
は
事
前
に
二
〇
一
八
年

中
に
発
表
さ
れ
る
予
定
と
の
こ
と
で
あ
る
。
明
治
改
元
時
に
一
世
一
元
制
を
取
り
入
れ
、『
皇
室
典
範
』
で
天

皇
崩
御
時
の
皇
嗣
即
位
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
以
来
、
改
元
の
機
会
は
制
度
的
に
、
天
皇
の
崩
御
時
に
限
定
さ

れ
て
き
た
。
だ
が
こ
の
た
び
今
上
の
希
望
を
受
け
、
生
前
退
位
が
特
例
的
措
置
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、

崩
御
・
即
位
に
よ
ら
な
い
改
元
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
一
世
紀
半
、
改
元
は
天
皇
崩
御
と

と
も
に
突
如
訪
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
今
回
の
改
元
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
事
前
告
知
は
、
明
治
以
来
の
日
本

人
に
と
っ
て
初
め
て
の
体
験
で
あ
る
。

元
号
の
特
色
は
、
国
家
が
一
定
頻
度
で
こ
れ
を
改
め
、
年
の
カ
ウ
ン
ト
を
１
に
戻
す
点
に
あ
り
、
無
限
の
カ

ウ
ン
ト
ア
ッ
プ
を
前
提
と
す
る
西
暦
や
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
と
は
原
理
を
異
に
す
る
。
今
の
日
本
は
国
家
規
模
で
の
年

数
リ
セ
ッ
ト
を
体
験
で
き
る
、
世
界
的
に
も
稀
有
な
国
で
あ
る
。
元
号
制
度
は
か
つ
て
漢
字
文
化
圏
で
広
く
行

な
わ
れ
、
日
本
で
は
七
世
紀
か
ら
（
継
続
的
制
度
と
し
て
は
八
世
紀
か
ら
）
採
用
さ
れ
た
が
、
一
九
四
五
年
に

保
大
（
大
越
国
）
と
康
徳
（
満
洲
国
）
が
廃
さ
れ
て
か
ら
は
、
日
本
に
の
み
遺
存
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

か
く
も
根
強
く
用
い
ら
れ
続
け
て
き
た
元
号
は
、
日
本
の
社
会
や
文
化
を
考
え
る
上
で
、
一
つ
の
素
材
に
な
る
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も
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
た
び
は
明
治
以
来
初
と
な
る
「
予
告
さ
れ
た
改
元
」
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
本
誌

で
元
号
を
テ
ー
マ
と
し
た
小
特
集
を
組
む
こ
と
に
し
た
。
来
年
の
リ
セ
ッ
ト
を
前
に
、
元
号
を
考
え
る
手
が
か

り
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

榎
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